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要旨 

日本の社会資本の多くは高度経済成長期に建設されており、今後建設後 50年以上経過

する社会資本の割合は加速度的に増加する。それに伴って、維持管理・更新費も増加する

ことが予想される。一方、公共事業関係費は高齢化による社会保障関係費の増大により頭

打ちとなっている。ゆえに、限られた歳出による社会資本の戦略的維持管理が求められ

る。 

社会資本において、道路はストック量（道路の総延長距離、道路構造物施設数）、維持

管理総額ともに大きな割合を占めている。道路は土地と土地をつなぐネットワークとし

ての役割をもち、仮に事故によって分断された場合、ライフラインの寸断等につながるた

め住民の生活に大きな支障をきたす。また、日本は災害が多い国であるため災害に強い道

路を構築することの重要性は高い。 

国土交通省は道路の維持管理を適切に行うため、「道路メンテナンスサイクル」の構築

を目指している。「道路メンテナンスサイクル」とは、点検、診断、措置、記録の順に道

路の維持管理を行う業務サイクルのことである。国土交通省が発行する「道路メンテナン

ス年報」によると、道路施設のうち特に市町村管理の橋梁が、措置未着手の施設数が最も

多く、補修や補強などの措置が進んでいないことがわかった。 

政府は橋梁の措置が進んでいない現状に対し、修繕代行等の技術支援や、交付金を通じ

た財政支援を行っているが、現状として措置は進んでいない。市町村管理の橋梁の措置が

進まない要因には、人材不足（人材の量・人材の質）、予算不足の 2つが挙げられる。ま

た、橋長が長い橋梁ほど措置にかかる事業費が大きく、予算不足の問題が深刻であるとさ

れる。 

本稿では、「人材不足、予算不足により市町村管理橋梁の措置が進んでいないこと」を

問題意識とする。この問題にアプローチすることで、市町村が管理する橋梁の措置を進

め、「住民が安心して使い続けられる橋梁の実現」を目指す。 

先行研究として、佐々木ほか（2019）、中東（2019）を挙げる。佐々木ほか（2019）で

は橋梁別の判定区分のデータを用いて、判定区分決定要因を分析している。中東（2019）

では判定区分の低下をイベント発生と捉えた生存時間分析を行っている。しかし、佐々木
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ほか（2019）では 1時点の判定区分のデータを用いており、また、中東（2019）では判定

区分の推定にとどまっており、橋梁の判定区分の変化を通じた措置の促進・阻害要因を明

らかにできていない点が限界として挙げられる。 

本稿では、橋梁の 2時点の判定区分の変化を用いて措置の促進・阻害要因を分析する。

分析の結果、土木技師数を増やすこと、財政力指数を高めることが、橋梁の判定区分の改

善に正の影響を与えることがわかった。また、橋長が長いことが判定区分の改善に負の影

響を与えることも明らかになった。この結果を踏まえ、以下の政策提言を行う。 

【政策提言Ⅰ-ⅰ 橋梁業務アドバイザーの派遣】 

【政策提言Ⅰ-ⅱ 橋梁メンテナンス人材認定制度の創設】 

【政策提言Ⅰ-ⅲ 土木事務所を通じた市町村支援の実施】 

【政策提言Ⅱ 長寿命化修繕計画更新支援事業】 

 まず、市町村における土木系技術職員不足に対する提言として橋梁業務アドバイザー

の派遣を提言する（政策提言Ⅰ-ⅰ）。また、政策提言Ⅰ-ⅰでは解決できなかった、組織

内における土木系技術職員の技術力向上を図るための提言として、橋梁メンテナンス人

材認定制度の創設を提言する（政策提言Ⅰ-ⅱ）。さらに、都道府県の市町村支援に関す

る提言として、土木事務所を通じた市町村支援の実施を提言する（政策提言Ⅰ-ⅲ）。予

算不足に対する提言として、長寿命化修繕計画更新支援事業を提言する（政策提言Ⅱ）。

これらの政策提言を通じて、市町村管理橋梁の措置が進み、我々がビジョンとして掲げる

「住民が安心して使い続けられる橋梁の実現」が達成される。 
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はじめに 

私たちの生活は、道路、橋梁、トンネルといった社会資本に支えられている。これら

の社会資本を安全に長期間利用するためには、定期的なメンテナンスが必要不可欠であ

る。しかし、現在適切なメンテナンスが施されていない道路構造物が多数存在してい

る。道路構造物の中でも橋梁は、土地と土地をつなぎ、人々の交流を生む重要な社会資

本であるにも関わらず、他の道路構造物に比べメンテナンスが遅れている。本稿では、

橋梁のメンテナンスサイクルの確立を通じて、住民が安心して使い続けられる橋梁の実

現を目指し、研究を行う。 
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第 1 章 現状分析・問題意識 

第１節 社会資本における道路の現状 

第１項 老朽化する社会資本 

社会資本とは、岩手県（2019）によると、「間接的に生産活動を支え、わたしたちの生

活の基盤となる、公共性を持った施設」と定義されている。具体的には、道路、港湾、上

下水道、空港等のインフラや、学校、公民館、図書館、老人ホームといった公共施設など

を指す。日本の社会資本の多くは高度経済成長期に集中的に建設された。国土交通省

（2018a）によると、道路橋、トンネル、河川管理施設、下水道管きょ、港湾岸壁におい

て、建設後 50 年2以上経過する割合は今後加速度的に増加するとされている（図 1）。 

 

図 1 建設後 50 年以上経過する社会資本の割合 

 

 

                             
2 施設 の老朽化 の状況は、建設 年 度で 一律に決まる の で はな く、立地環境や維 持 管理 の状況等

によ っ て異な るが 、便宜的 に建 設 後 50 年で整理し て い る。  
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第２項 増加する社会資本の維持管理・更新費 

国土交通省所管 12分野3の社会資本の維持管理・更新費は増加傾向にある。国土交通省

（2018b）によると、維持管理・更新費は、2048年度には 2018年度の 1.3倍4に達すると

推計されている。一方で、社会資本の維持管理・更新費にかかる公共事業関係費5は、社

会保障関係費の増加により頭打ちとなっている6。公共事業関係費の不足分を建設国債に

よって賄うことは、政府債務が増加している我が国において、財政健全化及び財政の持続

可能性の観点から望ましくないため、社会資本を限られた予算で効率的に維持管理する

ことが求められている。 

第３項 社会資本における道路と迫る危険 

道路は社会資本粗ストック7のうち 3分の 1 以上を占め、これはあらゆる社会資本の中

で最も大きな割合である（図 2）。また、社会資本の維持管理総額のうち約 40%を道路が

占めている8。 

道路の老朽化によって様々な事故が起きている。その中でも社会に大きな影響を与え

たものとして、2012 年の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故9が挙げられる。本事

故は、高速道路のトンネル天井板が落下し、9 名が亡くなるという悲惨な事故であった。

本事故に関する調査・検討委員会は、事故前の点検内容や維持管理体制が不十分であった

ことを指摘している10。また、これまで死亡事故にはつながらなかったものの、老朽化に

よる道路陥没事故、橋梁崩落事故、橋梁の突然の倒壊事故なども発生している11。 

                             
3 国土交通省所管 12 分野 の社 会資 本 とは 、 道路 、河川 ・ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、

空港、航路標識、 公園、 公営住宅、官庁施設 、観測施設の分野の こ とを 指 す。  

4 5.2 兆円（ 2018 年 度 ）か ら 6.5 兆円（ 2048 年度 ） に なる と推計さ れて い る。  

5 道路や港湾、住宅や下水道 、公園、河川の堤防やダムなど、社 会経 済活動や国民生活、国土

保全の基盤と なる施設の整備に 使 われ る もの で ある 。  

6 財務省（ 2021b）「我が国の財政事情」  

7 社会 資 本粗ス トッ ク とは 、現存する固定資産につ い て 、評価時点で新品とし て調達す る価格

で評価した値、過去の投資額の積み上げから除却額を差し引いた も ので あ る。  

8 国土交通省（ 2018b）「国土交通省所管分野に お ける 社会 資 本 の将来の維 持 管 理・ 更 新 費の

推計」  

9 本事故では 、東坑口か ら約 1.7km 付近にお い てト ンネルの天井板が落下し、車両 3 台が下敷

き、 う ち 2 台が火災とな り焼損し た。  

10 国土交通省（ 2013c）「ト ンネル天井板の落下事故に 関す る調査・検討委員会  報 告書」  

11 根本（ 2015）「朽ち るインフラ問題の処方箋－イン フラマネジメ ン ト標準モデルの提案－」 
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道路は土地と土地をつなぐネットワークとしての役割をもち、仮に事故によって分断

された場合、ライフラインが寸断される等、国民の生活に大きな支障が出る12。さらに、

日本は自然災害が多い国であり、近年その災害は激甚化している13。対処すべき道路の老

朽化が災害による事故によって明らかになる前に、老朽化の現状を把握し、災害に強い道

路を構築する必要がある。以下、本稿では社会資本の中でも道路に着目することとする。 

 

図 2 社会資本粗ストックの部門別内訳 

 

 

 

  

                             
12 実際に、国民に 大きな支障が 出 た事例とし て 、2021 年 10 月、和歌山県和歌山市の紀の川に

かか る「六十谷水道 橋」が崩落し 、大規模断水が 発生した こ とに よ って 、 6 万世帯への水の

供給が 1 週間止ま っ た。崩落の 原因は 、吊り材の腐食によ る破断と され て いる 。  

13 国土交通省（ 2020b）「自然災害の頻発 ・激甚化」  
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第２節 道路メンテナンスの現状 

第１項 道路メンテナンスサイクル 

 上述の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故は、老朽化問題が世間で大きな注目

を集めるきっかけとなった14。国土交通省は、この事故の翌年である 2013 年を「社会資

本メンテナンス元年」と位置づけ、同年、社会資本整備審議会道路分科会に「道路メンテ

ナンス技術小委員会」15を設置した。 

同小委員会が、2013 年 6月に発表した「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」

では、国民の安全・安心を守り、道路が提供すべき必要なサービス水準を確保するために

は、点検、診断、措置、記録という維持管理の業務サイクルの構築が不可欠である16とし

ている。この「道路メンテナンスサイクル」における各段階（点検、診断、措置、記録）

の簡単な説明は以下の通りである（図 3）。 

図 3 道路メンテナンスサイクル 

 

                             
14 2014 年 4 月 14 日、国土交通省社 会 資本整備審議会道 路分科会基本政策部会に お いて 、「道

路の老朽化対策の 本格実施に関 す る提言」が とり ま と めら れ た。「「笹子の警鐘」を 確か な

教訓と し、「荒廃するニッポン」が始まる前に、一刻も早く メン テ ナン ス体制を構築し なけ

ればな らな い」と の 記載が ある 。  

15 道 路 の 維持 管 理 に 関 す る技術基準類やそ の運用状況を総点検し 、 道 路構造物の適切 な管理

のた め の基準類の あ り方 に つい て調査・検討を進め る こと を 目的 と する 。  

16 こ のサイクルを通じ て 、施設 に 求 め ら れ る適切 な性能を よ り 長 期間保 持 す る た め の計画を

作成 し 、構造物の 維 持管 理 を効率的、効果的 に進め て いく こ とを 目 的と し てい る 。  
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（1）点検 

点検は、道路法施行規則17に基づき、5年に 1回、近接目視によって行うことが義務化

されている18。実際に、2014年度から 2018年度にかけて 1巡目の点検が、2019年度から

2巡目の点検が行われており、2022 年度現在は 2巡目の点検の段階である。 

 

（2）診断 

診断では、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示19により、健全度に応じ

た 4つの判定区分に分類することが求められている（図 4）。 

 

図 4 健全度に応じた 4つの判定区分 

 

 

（3）措置 

措置では、措置が必要と判断された道路構造物に対して、対策、撤去、監視20、通行規

制・通行止め21などを行うことが求められる。対策とは、「補修や補強などの施設の機能

や耐久性等を維持又は回復すること」を指す。健全性の診断結果の分類において、判定区

分Ⅲ・Ⅳの道路構造物に関しては、次の点検（5年後）までに措置を行うことが求められ

ている。 

 

                             
17 道路法施行規則第 4 条 5 の 6（ 2014 年 3 月国土交通省告示、同年 7 月施行）  

18 ト ンネル等の点検を適正 に 行 う た め に必要 な知識及び技能を 有 す る 者 が 、構造物の外観性

状を十分に把握できる距離まで近接し 、目視する こ と が求 め られ て いる 。必要 であ れば打 音

や触診等の手段も併用す る 。  

19 2014 年 3 月国土交通省告示、同年 7 月施行  

20 定期 的 ある い は常時実施す るも の であ る 。  

21 緊急に措置を講じ る こと が できな い場 合 などの対応とし て 実施さ れる 。  
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（4）記録 

 点検、診断、措置の結果は、維持修繕等の計画を立てる際の基礎的な情報になる。国土

交通省は、これらの結果を適切な方法で記録し蓄積することを求めている22。 

 

 道路施設のうち、重大な損傷が生じた場合に人命等に影響が及ぶとされ、優先的に点検

要領が策定された道路施設として、橋梁、トンネル、道路附属物等（これらを以下、「道

路構造物」と総称する。）がある。国土交通省が公表する「道路メンテナンス年報」には、

道路構造物のメンテナンスの状況が記載されている。以下、「道路メンテナンス年報」の

情報を基に、道路構造物のメンテナンスの状況に着目する。 

第２項 市町村管理橋梁の措置の遅れ 

 道路メンテナンスサイクルにおける点検、診断は着実に進行している。2014 年度から

2018年度に全道路構造物の1巡目点検が完了し、2022年度現在は2巡目の点検中である。 

一方、メンテナンスサイクルにおける「措置」に関して、どの道路構造物にも共通して

遅れが見られた。また、措置の遅れは「市町村管理23」において特に顕著であった。図 5

は 1巡目点検において、判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁を対象にした 2020 年度末時点での措置の

実施状況を示したものである。同図から措置未着手の橋梁の大半が市町村管理であるこ

とがわかる。 

 

                             
22 国土交通省は 、定期点検に 関 わ る 記録様式作成 に あ た っ て の参考資料等を 公開し 、市町村

の適切 な記録を支援して い る。措置の 記録は、道 路法施行規則第 4 条の 5 の 6 に おい て規定

され て いる 。  

23 「道 路 メン テ ナン ス 年報」で は、「市区町村」と 表 記 され て いる が 、本 稿 では特別区も含む

「市町村」と 表記 す るこ と とす る 。  
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図 5 判定区分ⅢまたはⅣと診断された橋梁の管理者別措置実施率 

 

 

また、各道路構造物の措置未着手率に関して、他の道路構造物に比べて「橋梁」の措置

未着手率が 32％と最も高く、未着手の施設数も 42,352 本と最も多いことがわかる（図

6）。 

 

図 6 各道路構造物の措置未実施率・措置未実施施設数 

 

 

以上のことから、道路構造物の中でも特に、市町村管理の橋梁の措置に遅れが見られる

ことがわかった。以下、市町村管理橋梁の措置に着目し、措置が進まない要因について述

べる。 
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第 3項 措置が進まない２つの要因 

国土交通省（2015a）は、市町村が橋梁の適切な維持管理を実施していくうえで、人材

面、財政面に課題があるとしている。以下、それぞれの課題について具体的に述べる。 

 

（1）人材不足 

人材不足には大きく分けて、人材の量（人員不足）と人材の質（技術力不足）の 2つの

問題がある。 

まず、人材の量に関して、市町村における土木部門24の職員数は 1996 年以降、減少傾

向にある。また、橋梁保全業務に携わる土木技術者は、2019年 6月時点で、町の約 2 割、

村の約 6割で存在しないとされている（図 7）。この傾向は人口規模が小さくなるほど顕

著である。人口規模が小さい市町村ほど、人員不足によって橋梁の措置が進んでいないこ

とが示唆される。 

 

図 7 市町村における橋梁保全業務に携わる土木技術者数 

 

 

                             
24 岡山県（ 2022）「土木職の仕事」に よる と 、土木職の仕事 は「道路・河川・港湾等の土木施

設及び住宅・公園・下水道等の生活基盤施設 などの整備に 関 する企画、工事 の 設計、工事監

督などの専門的業務」と さ れる 。  
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次に、人材の質に関して、国土交通省（2015a）では、職員の技術力不足によりマニュ

アル等に基づいて点検が実施できていない事例があることが指摘されている。点検は橋

梁の構造によらず同じ技術力が求められるが、措置は橋梁に応じた技術的な調査等が必

要であるため、点検と比較してより高度な技術力が求められる25。よって、橋梁の措置に

必要な高度な知識や技能を有する職員が不足していることが、橋梁の措置が進まない要

因として考えられる。 

 

（2）予算不足 

少子高齢化の影響もあり、市町村の民生費の歳出が増加する一方、土木費の歳出は抑制

することが求められている。実際に、国土交通省（2015a）によると市町村の歳出に占め

る土木費の割合は継続的に減少している状況にある。また、同様に市町村における道路橋

りょう費26も減少傾向にある（図 8）。さらに、日本では予算や法律、契約体系や積算基

準等の様々な制度が新規建設を念頭に設計されており、維持修繕より新規建設を重視す

る傾向があることも明らかになっている27。道路橋りょう費が減少傾向にあり、かつその

中でも維持補修にかける費用が重視されない場合、ますます橋梁の措置の遅れにつなが

る。 

図 8 全市町村の道路橋りょう費の合計額の推移 

 

                             
25 奈良県曽爾村ヒアリング調査  2022 年 10 月 2 8 日 実施  

26 土木費 の一部。「道 路・ 橋 梁の 新 設、改良等に 要す る経 費」を 指 す。  

27 NHK（ 2020）「老朽化インフラ  教訓は なぜ生かさ れ て いな い のか  ～笹子ト ンネル事故 8 年

～」  
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 ここで、橋梁の中でもどのような橋梁の措置に、より多くの事業費がかかるかに着目す

る。牧角（2019）によると、橋長 15m以上の橋梁は、通行荷重による劣化損傷や河川上の

通風、冷気の影響などを受けやすく、さらに鋼部材の腐食劣化ならびに凍結防止材による

塩害なども増加するため、橋長 5m未満の橋梁と比較して劣化が進みやすいことがわかっ

ている。実際に、橋長の長い橋梁を多く保有している高知県四万十市28及び秋田県大館市

29に対するヒアリングによると、橋長の長い橋梁の措置は、事業費が大きく確保が困難で

あり、かつ単年での施工完了が難しいことがわかった。以上より、橋長の長い橋梁を保有

している市町村ほど予算不足の問題が深刻化し、橋梁の措置が遅れている可能性がある。 

第４項 新技術導入の取組み 

橋梁の措置をより促進するために、国土交通省は市町村における新技術の導入を図っ

ている。国土交通省（2022d）は、「修繕の本格実施のためにも新材料・新工法の積極的

な導入により、コスト縮減・工期短縮など維持管理の更なる効率化・合理化が急務である」

と指摘している。 

新技術を活用した橋梁の修繕が行われることで、実際にコスト削減や作業効率化に成

功した事例が報告されている。例えば、広島県福山市は、新技術であるけい酸塩系コンク

リート含浸材を活用し、橋梁のひび割れの修繕を行った。その結果、労務費、材料費、機

械経費の合計が従来技術に比べて 60%削減され、55.5 日であった工程が 6 日に短縮され

た30。このように、新技術導入の取組みは、長期的には市町村管理橋梁の維持管理・更新

費の削減につながり、市町村管理橋梁の措置を効率的に進めるうえで有効であると考え

られる。 

新技術導入に関して、橋梁の長寿命化修繕計画に、新技術の活用方針を記載している自

治体は、2022 年 3 月時点で全体の 3 割程度に過ぎない31。一方で、国土交通省（2021a）

によると、新技術導入の検討を始めた市町村の事例は、市町村の大小を問わず増加してい

る。これは、国土交通省が新技術導入の手引きを公開したり、長寿命化修繕計画に新技術

導入の方針を記載している市町村を優先的に支援したりしていることの効果であると考

えられる。このような取組みは今後も国土交通省を通じて行われると考えられるため、本

                             
28 2022 年 10 月 31 日実施  

29 2022 年 10 月 28 日実施  

30 国土交通省（ 2021e）「老朽化対策に 係 る新技術活用 事例（地方 公 共団体）」  

31 国土交通省（ 2021c）「道 路メ ン テナ ン ス年 報」  
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稿では市町村に対する新技術導入支援については着目しないこととする。 

 

第３節 橋梁の措置における市町村支援 

第１項 国土交通省の市町村支援 

 国土交通省や都道府県は、市町村における人材不足や予算不足への対策を講じている。

まず、国土交通省の施策についてその詳細を述べる。 

 

（1）財政支援 

①防災・安全交付金 

 防災・安全交付金とは、総合的な老朽化対策や事前防災・減災対策の取組み、生活空間

の安全確保の取組みを集中的に支援するため、2012 年に創設された支援制度である。単

独の市町村や都道府県のみでも、複数の事業主体（都道府県＋市町村）による共同でも策

定することが可能である。交付には社会資本総合整備計画32や実施に関する計画等の提出

が必要である。 

防災・安全交付金は多くの市町村によって利用されている。木下・佐川（2020）では、

財源不足を抱える市町村で、どのように防災・安全交付金が活用されているかについて、

熊本県玉名市の事例を基に述べられている。玉名市では、橋梁の 1 巡目の定期点検をす

べて業務委託により実施しており、その事業費の総額は約 1 億 2 千万円であった。玉名

市は、国の要綱に基づき、この事業費の全額分、防災・安全交付金を活用した。 

 

②道路メンテナンス事業補助制度 

 道路メンテナンス事業補助制度とは、各市町村が長寿命化修繕計画に基づいて実施す

る道路メンテナンス事業に対し、計画的かつ集中的な支援を行うものとして、2020 年度

に創設された制度である。本制度は、1巡目の点検結果を踏まえ、措置が遅れている橋梁

に対して、計画的かつ集中的に支援を行うために創設された。対象事業は、修繕、更新、

撤去である。防災・安全交付金と異なり、この制度は道路という社会資本に特化した個別

                             
32 概ね 3〜 5 年 で実 現 しよ う とす る 目標、事 業内 容等を 記載し 、また 、事前評価の結果がわか

る資料（チェックシート など） を 記載す るこ と が求 め られ る 。  
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補助制度である。また、国土交通省は本制度において、新技術等を活用する事業や集約・

撤去に関する事業を優先的に支援しており、戦略的な維持管理を進めようとしている。 

 兵庫県道路保全課に対するヒアリング33によると、橋梁の措置に関しては、本制度創設

以降、防災・安全交付金ではなく主に本制度が活用されていることがわかった。本制度は

防災・安全交付金より国費率が高く、都道府県は市町村に対して、防災・安全交付金では

なく本制度の利用を推奨していることが明らかになった。 

 

③大規模修繕・更新補助制度 

 大規模修繕・更新補助制度は、地方公共団体の管理する道路施設の老朽化の拡大に対応

するため、大規模修繕・更新に対して複数年にわたり集中的に支援を行うものであり、

2015 年度に導入された。本制度には、事業費の要件が定められており、市町村は 1 億円

以上の修繕事業または 3 億円以上の更新事業の際にこの制度を利用できる。政府は、市

町村では負担の困難な大規模な事業に対して優先的に補助を行うことで、市町村の予算

不足解消を目指している。 

 

（2）技術支援（直轄診断・修繕代行） 

市町村が管理する施設の中でも、緊急かつ高度な技術力を要する施設34に関しては、国

が市町村の要請に基づいて直轄診断35を行う場合がある。また、その診断の結果に応じて、

支援が必要な場合は、国が修繕代行事業等を実施する。市町村管理橋梁の措置は、基本的

にはその橋梁を管理する市町村が行うべきものであるため、国による修繕の代行は道路

法第 17条で定められた範囲36の中でのみ行われている。全国で初めての直轄診断は、2014

年、高知県仁淀川町の大渡ダム大橋において実施された。大渡ダム大橋は診断後、国の直

轄によって補修工事が行われた（表 1）。 

 

                             
33 2022 年 8 月 18 日 実施  

34 複雑な構造を 有す る もの 、損傷の 度合 い が著し いも の、 社 会的 に重要 な もの等を指 す 。  

35 地方整備局、国土技術政策総合研 究所、土木研究所等の職員等で構成す る「道路 メ ンテナン

ス技術集団」が行 う 。  

36 地域に おけ る 安全か つ円滑な交通の 確 保 の た め に適切 な 管 理 の必要性が特に 高 い と認めら

れる も の、高度 の技術を要 す るも の又は 高 度の機械力を使 用 して 実施す る こと が適当で ある

と認め られ る もの 。  
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表 1 直轄診断実施箇所とその後の対応 

 

 

上記の政府の支援を市町村は活用できているのだろうか。以下、交付金や補助金といっ

た政府の財政支援に関して、木下・佐川（2020）を参考に 2つの活用制約を挙げる。 

 1点目の活用制約は、時間的な制約である。木下・佐川（2020）は、防災・安全交付金

の活用のみでは、橋梁の措置を速やかに進めることができないと指摘している。例えば、

防災・安全交付金を活用した熊本県玉名市の備中橋の定期点検において、定期点検の業務

委託の工期末が 2017年 3月末である一方、2017年度の防災・安全交付金の要望は、点検

結果が確定する以前の 2016年 10 月に確定済みのため、2017年の予算確保が間に合わな

いという事態が生じた。また、防災・安全交付金は、その要綱に基づいて全体事業費を試

算する必要があり、そのための期間も要することから、備中橋の補修設計費用を防災・安

全交付金として要望できたのは、早くても 2017 年 10 月となり、それに伴って補修設計

の発注が 2018 年度となった（図 9）。結果として、備中橋の場合、点検完了後から補修

工事の発注に 4年が経過した。木下・佐川（2020）は、橋梁修繕を速やかに進めるには、

防災・安全交付金の活用に過度に頼るべきでないと指摘する。 



- 20 - 

 

 

図 9 時間的制約のイメージ 

 

 

 2点目の活用制約は、技術的な制約である。木下・佐川（2020）及び東大阪市に対する

ヒアリング調査37によると、防災・安全交付金の要望額を概算金額で算出していることに

よって、実際の補修工事に必要な額と防災・安全交付金の額が乖離することがわかった。

交付額が不足した場合、当該市町村は新たに財源を確保する必要が生じるため、予算不足

の問題がさらに深刻化する。 

 これらの活用制約は、2020 年度に創設された道路メンテナンス事業補助制度を活用す

る際にも発生する。1点目の活用制約は、国の予算編成のプロセスとスケジュールによる

ものでもあるため取り除くことが難しい。一方、2点目の活用制約は、市町村の人材不足

によるものであるため、取り除くことが可能である。つまり、橋梁の措置において市町村

職員に求められる、発注や積算といった業務に関して知識を有する人が不足していると

いう課題が根本の原因として考えられる。このような、市町村が交付金や補助金を活用す

るうえでの制約は、国の財政支援の制度が本来の効果を生み出していないことを意味す

る。市町村管理橋梁の措置をさらに進めるためにもこのような活用制約に対処する必要

がある。 

                             
37 2022 年 9 月 14 日 実施  
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第２項 都道府県を通じた市町村支援  

次に、都道府県の施策についてその詳細を述べる。なお、本項では都道府県の個別の取

組みではなく、全国共通の取組みを述べることとする。 

 

（1）「道路メンテナンス会議」を通じた支援 

 都道府県の主な市町村支援として、「道路メンテナンス会議」を通じた支援がある。「道

路メンテナンス会議」とは、関係機関の連携による検討体制を整え、各都道府県内の道路

メンテナンスの状況を継続的に把握・共有し、効果的な老朽化対策を図ることを目的に、

2014 年、国が全都道府県に設置したものである。例えば、大阪府では、点検結果の共有

や、新技術の活用事例等の紹介など、道路管理者同士で意見交換が行われている。また、

「道路メンテナンス会議」の内容を踏まえて、橋梁の維持管理を担う市町村職員への技術

支援を目的とした現地研修会等も行われている。 

 一方で、大阪府大東市に対するヒアリング38より、「道路メンテナンス会議」における

情報共有が一方的なものであり、措置促進に向けた積極的な意見交換等が行われていな

い場合もあることが明らかになった。「道路メンテナンス会議」の目的である効果的な老

朽化対策を図るためには、市町村職員が受動的に話を聞くだけでなく、自らの市町村の橋

梁の措置の現状について積極的に情報共有や相談をすることが求められる。 

 

（2）地域一括発注の取組み 

 市町村の人材不足を補うための施策として、地域一括発注がある。地域一括発注とは、

発注39支援の一つであり、市町村の点検、診断の発注事務を、都道府県が一括して実施す

ることである。2020年度では全市町村40のうち 27%にあたる 464 の市町村が地域一括発注

を利用している。小規模の市町村は、このような発注制度を活用することで、点検、診断

の質が向上させ、計画通り点検、診断を実施することができる41。 

                             
38 2022 年 9 月 14 日 実施  

39 多 く の市町村が 橋 梁 メ ン テ ナ ン ス に 関 す る作業 を 、地元建 設 会 社 、 設計コ ンサルタント等

に依頼（発注）し て いる 。  

40 特別区も含む。  

41 地域一括発注のメリット は 主 に 3 点あ る。1 点目 は、市町村の事務負担の軽減で ある 。これ

は施策の主 た るメリット で ある 。2 点目 は 発注規模拡大に よ る業務の効率化で あ る。発注ロ

ット を 大きく する こ とに よ り、県内の点検者数が少な くな り 、診断のばら つきが減る 。3 点

目は 、点検・診断の質の向上 であ る。市町村が不定期 に点検・診断の発注を行 う ので は なく 、
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しかし、このような一括発注を「措置」において行うことは難しいとされる。理由は主

に、以下の 3点である。1点目は、措置（設計・施工）が点検に比べ、橋梁に応じた多様

な技術力を要するという点である。点検は点検要領に基づいて、一律に 5 年に 1 度とい

うサイクルで行われるが、措置を行う橋梁は点検結果によって毎年変わり、求められる技

術力も異なるため、一括で発注することが難しい。2点目は、措置の一括発注をする場合、

工期が長くなり、予算上制約があるという点である。3点目は、市町村ごとに、修繕に対

する考え方や工事費の算出方法など違いがあり、調整することが難しいという点である。 

 市町村管理橋梁の措置を進めるためには、このような措置の発注支援以外の方向性が

必要である。 

 

第４節 問題意識 

社会資本は、私たちの生活にとって欠かせないものである。また、社会資本の中でも道

路が占める粗資本ストックの量は多く、維持管理総額に対する割合も大きい。道路の老朽

化による事故は、ライフラインの寸断につながると同時に、人命に危険の生ずるものでも

ある。道路メンテナンス年報によると、道路の中でも橋梁の措置が遅れており、また、そ

れらの大半は、市町村が管理している橋梁であることが明らかになった。政府の支援もあ

り措置に計画的に取り組むことができている市町村はあるものの、依然として人材不足、

予算不足により、市町村全体として橋梁の措置が遅れている。 

本稿では「人材不足、予算不足により、市町村管理橋梁の措置が進んでいないこと」を

問題意識とする。また、本稿の研究目的は、「市町村管理橋梁の措置実施に影響を与える

要因を明らかにすること」である。これらの研究を通じて、市町村が橋梁の措置を進める

うえで障害となっているものを明らかにし、市町村管理橋梁の措置が進むような政策を

提言することで、本稿のビジョンである「住民が安心して使い続けられる橋梁」を実現す

る。 

 

                             

県などが集約して早期発注を行 う ため、点検業 者 の工程に余裕が生まれ、点検・診断の質が

向上 す る。  
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第 2章 先行研究及び本稿の位置づ

け 

第１節 先行研究 

本稿における主な先行研究は、以下 2 つである。1つ目は、佐々木ほか（2019）である。

当該論文では、日本全国における橋梁の判定区分のクロスセクションデータを用いて2つ

の分析を行っている。1つ目の分析は、順序プロビットモデルを用いて、橋梁の判定区分

に人材的問題(橋梁一本あたり土木技師・職員数）、財政的問題（橋梁一本あたり前年度

分維持管理費)、制度的問題（橋梁長寿命化修繕計画の策定）がどのような影響を与えて

いるかを分析している。分析の結果、橋梁一本あたりの土木技師・職員数、橋梁一本あた

りの維持管理費、橋梁長寿命化計画公表状況ダミーが、それぞれ判定区分に影響を与えて

いることが示唆されている。2つ目の分析では、判定区分Ⅳと認定された全国の橋梁を対

象に、重回帰分析を用いて、措置に着手するまでの時間に、人材的問題（橋梁一本あたり

の平均土木技師数）、財政的問題（橋梁一本あたりの平均橋梁費）、制度的問題（長寿命

化修繕計画の公表状況）がどのような影響を与えているかを分析している。分析の結果、

橋梁一本あたりの平均土木技師数、橋梁一本あたりの平均橋梁費は、措置に着手するまで

の時間に影響を与えない一方、長寿命化修繕計画公表ダミーは措置への着手を早めるこ

とが示唆されている。当該論文から、橋梁の判定区分に影響を与える要因を分析するうえ

で、人材面、財政面の変数を作成する着想を得た。また、当該論文の変数を本稿における

説明変数やコントロール変数を作る際に参考にした。 

2 つ目は、中東（2019）である。当該論文では、生存時間分析を用いて、橋梁の判定区

分の差の要因について、判定区分の低下をイベント発生と捉えた分析を行っている。環境

要因の変数として、積雪の多寡を表す豪雪ダミーと特別豪雪ダミー、財政要因の変数とし

て、市町村ごとの普通交付税の交付の有無に関するダミー変数を用いている。分析の結

果、判定区分Ⅱへの到達をイベント発生とみなせば、普通交付税を交付された団体の方が

イベント発生までの時間が長いと示唆されている。一方、判定区分Ⅲへの到達段階をイベ
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ント発生と捉えた場合は、交付された団体の方がイベント発生までの時間が短いことが

示唆されており、財政状況の悪い地域への資源投入が不十分であることを示唆している。

また、環境要因に関して、積雪が多い地域の橋梁はそれ以外の地域に比べてイベント発生

までの時間が短いことが示唆されている。当該論文を参考に、豪雪地帯や特別豪雪地帯を

考慮に入れたコントロール変数を作成することとした。また、判定区分の変化に着目する

という着想を得た。 

 

第 2節 本稿の位置付けと新規性 

本稿では、現状分析を踏まえ、これら 2つの先行研究を参考にし、橋梁の措置の促進・

阻害要因を明らかにするため、橋梁の判定区分の推移に着目した分析を行う。 

 先行研究の限界として、佐々木ほか（2019）では、全国の橋梁に着目した分析を行って

いるものの、当該論文執筆時点での判定区分に関するデータは一時点にとどまっており、

判定区分の変化を通じた措置の促進・阻害要因を検証できていないことが課題として挙

げられる。また、中東（2019）に関しては、判定区分の推移に関する分析を行っているも

のの、あくまで判定区分を推定する分析にとどまっており、実際の判定区分の変化に基づ

いた措置の促進・阻害要因を検証できていない点が課題として挙げられる。さらに、積雪

以外の環境要因が橋梁の判定区分に与える影響も十分に考慮できていない。管見の限り、

1巡目点検における判定区分と、2巡目点検における判定区分の両方に着目した分析は見

当たらない。 

以上より、本稿の新規性は、現在までに点検が終了している全国の市町村管理橋梁の 2

巡目 2 年目までのデータを用いて、点検 1 巡目における各橋梁の判定区分がどのような

要因によって変化したかを分析している点である。また、現状分析を踏まえ、橋長が判定

区分の変化にどのような影響を与えるかについて分析している点も本稿の新規性である。 
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第 3 章 理論・分析 

第１節 分析の方向性 

 本稿では、市町村管理橋梁のうち、現時点で 2回点検された橋梁の、2時点の判定区分

に関するデータを用いて措置の促進・阻害要因を分析する。 

 

第２節 橋梁の判定区分の変化に着目した分

析：プロビットモデルを用いた分析 

第１項 検証仮説 

現状分析より示唆された課題を検証するため、以下の仮説を検証する。 

 

（1）人材面 

仮説１：措置に関わる人材が多ければ、判定区分が改善する。 

 市町村において橋梁の維持管理を担当している土木技師が増加すれば、適切な橋梁の

管理がなされるため、判定区分が改善する可能性が高くなると考えられる。これを表す変

数として、橋梁が点検された 2 時点の土木技師数の平均をとった値を入れる。予想され

る符号は正である。 

 

（2）財政面 

仮説２：市町村の財政が健全であれば、判定区分が改善する。 

 市町村の財政が健全であれば、橋梁の措置にかけられる予算を確保でき、適切な橋梁の

管理がなされるため、判定区分が改善する可能性が高くなると考えられる。これを表す変

数として、橋梁が点検された 2 時点の財政力指数の平均をとった値を入れる。予想され

る符号は正である。 
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 (3）橋梁の性質面 

仮説３:橋長が長ければ、判定区分が改善しない。 

 橋長が長い橋梁は、措置に必要な費用が多くかかると考えられるため、橋長が長けれ

ば、判定区分が改善しない可能性が高くなると考えられる。予想される符号は負である。 

 

第２項 分析の枠組み 

本項では橋梁の判定区分の変化に着目する分析について説明する。分析は、1巡目で判

定区分Ⅲ、Ⅳと診断された橋梁の判定区分の変化を見る。判定区分が改善された場合に 1

をとり、改善されなかった場合に 0 をとるダミー変数を被説明変数に置いたプロビット

モデルを用いた分析である。プロビットモデルとは、被説明変数が離散変数で 2 値をと

る時に使用するモデルであり、一般的な線形の回帰曲線ではなく、標準正規分布の分布関

数を当てはめて分析を行うモデルである。本モデルでは、被説明変数（𝑌"）と説明変数と

の関係性を、連続変数としての潜在変数を介して表現する。 

0か 1のどちらの値をとるかを決めている潜在変数を𝑌"∗とすると下記のように表せる。 

 

𝑌" = %0	(𝑌"
∗ ≤ 0)

1	(𝑌"∗ > 0) 

 

【モデル式】 

潜在変数𝑌"∗を用いたモデル式を下記のように設定した。(添字の𝑖は市町村別、ｐは都

道府県別、𝑘は橋梁別の変数を表す。また、𝑑はダミー変数を表す。) 

 

𝑌"∗ = 𝛼 + 𝛽3𝑋35 + 𝛽6𝑋65 + 𝛽7𝑋7" + 𝛽8𝑋8" + 𝛽9𝑋95 + 𝛽:𝑋:; + 𝛽<𝑋<; + 𝛽=𝑋=" + 𝛽>𝑋>5 + 𝛾3𝑑35

+ 𝛾6𝑑65 + 𝜀5 

 

変数は以下のように定義する。説明変数として、𝑋35は橋梁が点検された 2 時点の土木

技師数の平均、𝑋65は橋梁が点検された 2時点の市町村別の財政力指数、𝑋7"は橋梁別の橋

長を表す。コントロール変数として、𝑋8"は架設年次、𝑋95は一般行政部門公務員数、𝑋:;

は年平均気温、𝑋<;は年平均降水量、𝑋="は 1 巡目と 2 巡目の点検年次の差、𝑋>5は人口 1
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人あたりの自動車保有台数、𝑑35は豪雪ダミー、𝑑65は臨海ダミーを表す。𝜀5、𝛼はそれぞれ

誤差項と定数項を表す。 

 

第３項 変数の選択とデータ 

【被説明変数】 

・1巡目の判定区分がⅢ、Ⅳの橋梁の改善ダミー 

改善している場合に 1、改善していない場合に 0をとるダミー変数とする。本稿にお

いて改善しているか否かは(1巡目の判定区分)-(2巡目の判定区分)で判断し、値が 0ま

たは負であれば改善していないとして 0、値が正であれば改善しているとして 1をと

る。例えば、1巡目の判定区分がⅢで、2巡目の判定区分がⅣだとすれば、3-4=-1 とな

り、値が負になっているため、改善していないとして被説明変数は 0になる。被説明変

数のイメージは下記の図 10 の通りである。 

 

図 10 被説明変数のイメージ 
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【説明変数(仮説に対応する変数)】 

〈人材面〉 

・橋梁が点検された 2時点の平均土木技師数 

 市町村の人材面を表す変数として、本変数を採用した。橋梁の措置に関わる土木技師数

が増加すれば、橋梁の措置が効率的に行われることで、判定区分は改善する可能性が高く

なると考えられるため、係数は正に有意であると考えられる。本変数は、橋梁が点検され

た 2時点の土木技師数の平均をとった値である（以下、「土木技師数」と表記する）。 

 

〈財政面〉 

・橋梁が点検された 2時点の平均財政力指数 

 市町村の財政面を表す変数として、本変数を採用した。この変数は橋梁が点検された 2

時点の財政力指数の平均をとった値である。財政力指数が高ければ、橋梁の維持修繕にか

けられる予算を確保でき、適切な橋梁の管理がなされ、判定区分が改善する可能性が高く

なると考えられるため、係数は正に有意であると考えられる（以下、「財政力指数」と表

記する）。 

 

〈橋梁の性質面〉 

・橋長 

 本変数は、橋梁の規模を考慮するための変数である。橋長は、国土交通省が長大橋や、

中小橋を定める基準として定めており、規模を表す変数として適切だと考えたことから

設定した。現状分析より、橋長の長い橋梁ほど劣化が進みやすく、修繕費が大きくなるこ

とがわかった。また、橋長の長い橋梁は特殊な構造を持つものが多く、維持管理に高度な

技術を要することからも、橋長が長い橋梁を保有している市町村ほど予算不足の問題が

深刻化し橋梁の措置が遅れている可能性がある。よって係数は負に有意であると考えら

れる。 
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【コントロール変数】 

・橋梁の架設年次 

本変数は橋梁によって架設年次が異なることを考慮するための変数である。2014 年か

ら 2020 年の道路メンテナンス年報を用いて作成する。結果は解釈しない。 

 

・橋梁が所在する市町村の一般行政部門公務員数 

 現状分析より、小規模な市町村の方が大規模な市町村よりも措置が進んでいないこと

が示唆された。よって、市町村の規模を表す変数として、本変数を採用した。本変数は

2014 年から 2020 年の市町村別一般行政職員数の平均の値をとる。職員が増えることで、

事務作業の効率化が図られるため、予想される符号は正である（以下、「公務員数」と表

記する）。 

 

・年平均気温 

 本変数は気温による橋梁の劣化を考慮するための変数である。データの制約上、市町村

別ではなく、総務省の社会・人口統計体系の都道府県データを用いて作成する。本変数は

2014 年から 2020 年の平均値をとる。結果は解釈しない。 

 

・年平均降水量 

 本変数は降水量による橋梁の劣化を考慮するための変数である。データの制約上、市町

村別ではなく、総務省の社会・人口統計体系の都道府県データを用いて作成する。本変数

は 2014 年から 2020年の平均値をとる。結果は解釈しない。 

 

・豪雪ダミー 

 積雪の多寡が橋梁の判定区分に与える影響は先行研究においても示唆されているため、

本変数を採用した。本変数は、市町村内に豪雪地帯・特別豪雪地帯を含む場合は 1、それ

以外は 0を取るダミー変数である。データは、全国積雪寒冷地対振興協議会「豪雪地帯及

び特別豪雪地帯指定図」を用いて作成する。先行研究より、予想される符号は負である。 

 

・臨海ダミー 

 市町村が海に面しているかどうかを反映するためのダミー変数である。面していれば
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1、面していなければ 0 をとる。本変数を採用した理由は、橋梁が海岸の近くにあること

で塩害の被害を受け、判定区分が悪化すると考えられるからである。データは市町村プロ

フィール「市区町村隣接関係一覧」を用いて作成する。海に面していることで塩害によっ

て劣化が進むと予想されるため、予想される符号は負である。 

 

・1巡目と 2巡目の点検年次の差 

1巡目と 2巡目の点検年次の違いによって、措置に着手するまでの時間が異なると考え

られるため、本変数を採用した。本変数は 2 巡目から 1 巡目の点検年次を引いた値とす

る。値が大きいほど、措置着手まで時間の余裕があると考えられるため、予想される符号

は正である。 

 

・人口 1 人あたりの自動車保有台数 

本変数は、自動車の多寡による橋の劣化の度合いを考慮するための変数である。本変数

は、総務省「国、都道府県又は政令指定都市が刊行する「統計年鑑(統計書、県勢要覧、

統計年報)」」に記載の各都道府県が発行する統計年鑑より得た、市町村別自動車保有台

数を 2020 年の市町村別人口で除して算出する。なお、高知県は統計年鑑において市町村

別自動車保有台数が存在しなかったため、高知県に問い合わせて入手した四国運輸局発

行（2021 年 12月発行）の「自動車数の推移」を元に、市町村別自動車保有台数を算出し

た。値が大きいほど、橋梁を通る自動車が多いと考えられるため、予想される符号は負で

ある（以下、「自動車保有台数」とする）。 
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【データ出典】 

データ出典は以下の表 2の通りである。 

 

表 2 データ出典 
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【基本統計量】 

基本統計量は以下の表 3の通りである。 

 

表 3 基本統計量 
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第 4項 分析結果 

【分析結果】 

 分析結果は以下の表 4の通りである。 

 

表 4 分析結果 

 

 

【結果の解釈】 

・仮説の検証 

 分析の結果、人材面の仮説である土木技師数、財政面の仮説である財政力指数が 1％水

準で正に有意となり、仮説が支持された。人材面の仮説に関して、橋梁の措置に関わる土

木技師数が増加することで、橋梁が適切に管理されると考えられる。また、財政面の仮説

に関して、財政が健全であることで、市町村が計画的に橋梁の措置を行うことが出来ると

考えられる。また、橋梁の性質面の仮説である橋長に関しては 1％水準で負に有意となり、

仮説が支持された。橋長が長いほど、措置に必要な費用が大きくなり財源確保が難しいこ

と、措置に要する時間が長くなることから判定区分が改善しないと考えられる。 
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・コントロール変数 

コントロール変数では、1巡目と 2巡目の点検年次の差が正に有意となった。1巡目の

点検と 2巡目の点検年数の差が開くことで、2巡目の点検時までに措置を講じる十分な時

間が確保できると考えられることから、正に有意となったと考えられる。 

公務員数に関しては、予想に反して負に有意となった。これは、自治体の規模が大きい

ほど規模の大きい橋梁を多数保有しており、措置が進みづらいと考えられるため、負に有

意になったと考えられる。臨海ダミーは予想通り、負に有意となった。これは海に近くな

るほど、塩害による橋梁の劣化が進むと考えられるため、負に有意になったと考えられ

る。自動車保有台数に関して、人口 1 人あたりの自動車保有台数が多ければ、橋梁を通る

車の交通量も多くなり、橋梁の劣化が進むため、負に有意になったと考えられる。 

 

・平均限界効果の算出 

プロビットモデルより示される限界効果は、それぞれの観測値の値によって変化する。

よって、限界効果を平均した値(平均限界効果)を算出した。各変数の平均限界効果は以下

の表５の通りとなっている。 

 

表 5 平均限界効果の算出 
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これより、土木技師数が 1人増加すれば、改善する可能性が平均的に 0.1625パーセン

テージポイント上昇すると示唆された。また、財政力指数が 1高くなれば、改善する可能

性が平均的に 16.68 パーセンテージポイント上昇すると示唆された。橋長に関して、橋

長が 1ｍ長くなれば、改善する可能性が平均的に 0.05694パーセンテージポイント下落す

ると示唆された。 
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第 4 章 政策提言 

第１節 政策提言の方向性 

分析では、道路メンテナンス年報に記載の橋梁別の判定区分のデータを用いた分析を

行い、土木技師数、財政力指数が橋梁の判定区分の改善にどのような影響を与えるかを分

析した。その結果、土木技師数を増やすこと、財政力指数を高めることが判定区分の改善

に正の影響を与えることが明らかになった。また、橋長の長い橋梁ほど判定区分の改善に

負の影響を与えることも明らかになった。これらの結果を踏まえ、以下の 4 つの政策提

言を行う。 

 

【人材不足に対する政策提言】 

政策提言Ⅰ-ⅰ 橋梁業務アドバイザーの派遣 

政策提言Ⅰ-ⅱ 橋梁メンテナンス人材認定制度の創設 

政策提言Ⅰ-ⅲ 土木事務所を通じた市町村支援の実施 

 

【予算不足に対する政策提言】 

政策提言Ⅱ 長寿命化修繕計画更新支援事業 

 

 まず、市町村における土木系技術職員の一時的な人材不足を解消するための政策とし

て、橋梁業務アドバイザーの派遣を提言する（政策提言Ⅰ-ⅰ）。また、政策提言Ⅰ-ⅰで

は対応出来ない、組織内における土木系技術職員の技術力向上の課題に対して、橋梁メン

テナンスに関する認定制度の創設を提言する（政策提言Ⅰ-ⅱ）。さらに、橋梁の措置に

おいて市町村との連携が進んでいる奈良県の事例を参考に、土木事務所を通じた市町村

支援の実施を提言する（政策提言Ⅰ-ⅲ）。予算不足の問題に対して、長寿命化修繕計画

更新支援事業を提言する（政策提言Ⅱ）。政策提言の概要は以下の図 11 の通りである。 
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図 11 政策提言の概要 

 

 

第 2節 政策提言 

第１項 政策提言Ⅰ-ⅰ 橋梁業務アドバイザーの派遣  

・提言対象 

 提言対象は、都道府県及び市町村である。 

 

・提言を打ち出す理由 

 分析より、市町村の橋梁の措置を進めるためには土木系技術職員を増加させる必要が

あることが明らかになった。現状分析でも述べたように、市町村の土木系技術職員に関す

る課題は、人材の量（人員不足）と人材の質（技術力不足）の 2つに大別される。 

 まず、人員不足の課題として、小規模市町村ほど土木系技術職員が不足しており、事務

系職員が業務を代行している市町村が存在することが挙げられる。また、南日本新聞

（2022）によると、被災地の復旧・復興を支援するため、2年程度にわたり自治体の技術

系職員を派遣する総務省の制度があるにも関わらず、鹿児島県内の派遣可能な職員がい

ない状態が続いていることが指摘されている。よって、現役職員を流動させることによる
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人員不足の解決には限界があると考えられる。 

次に、技術力不足の課題として、職場における技術伝承が適切に行われておらず、土木

系技術職員の知識量や経験値が低下していることが挙げられる。例えば、大島ほか（2011）

によると 2008 年度から 2010 年度にかけて団塊の世代の技術系職員が次世代に技術伝承

を行わないまま大量退職した結果、公共事業の現場において技術力の低下が生じたと述

べられている。また、大谷（2021）によると、近年公共事業における業務量の増加により、

土木系技術職員が実際に現場に出る機会は少なく、技術を習得することが難しくなって

いることが明らかになっている。 

市町村の土木系技術職員の人材不足を解消し、橋梁の措置を促進するためには、経験と

技術を要する退職した職員（以下、「OB人材」とする）を活用し、業務を進め、また、そ

のノウハウを職場内で伝承していくことが求められる。以上のことから、OB 人材を「橋

梁業務アドバイザー」として市町村に派遣する提言を行う。 

 

・提言内容 

 市町村における橋梁の措置に関する積算や発注といった業務を遂行する OB人材を「橋

梁業務アドバイザー」（以下、「アドバイザー」とする）として、市町村の要請に基づき

派遣する。派遣対象者となる OB人材は、都道府県や市町村にて土木職に従事していた職

員、及び設計コンサルタントや地元建設業に従事していた者のうち希望する者とする。 

 具体的なプロセスは以下の図 12 の通りである。まず、都道府県から市町村や民間建設

業者、建設コンサルタント（以下、「市町村等」という）に対して、OB人材の情報提供を

依頼する（①）。依頼を受け取った市町村等は、OB人材に意向を聞き（②）、希望する職

員は市町村等に対して申請を行う（③）。希望する職員からの申請を受け取った市町村等

はその情報を都道府県に送り（④）、都道府県は全職員情報をデータベース化する（⑤）。

都道府県がデータベース化する職員情報の具体的な内容は、退職前の勤務自治体・企業と

その連絡先、勤務開始可能日、年齢、職場経験、管理職の経験、希望の勤務市町村等の情

報とする。都道府県はデータベースを、都道府県内の全市町村に提供する（⑥）。そして、

市町村が OB人材に対して選考等を行い（⑦）、市町村は当該職員をアドバイザーとして

採用することとする。なお職員は会計年度任用職員として採用され（⑧）、人件費はアド

バイザーを受け入れた市町村によって支払われるものとする（⑨）。アドバイザーは当該

市町村の元で、橋梁メンテナンスに関する工事の設計、工事監督、工事発注などの専門的
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業務に携わることとし、さらに毎月取り組んだ業務内容、実績などをまとめた業務報告書

を作成することも義務付けることとする（⑩）。 

 

図 12 政策提言Ⅰ-ⅰの概要 

 

 

・期待される効果 

 まず人員不足の課題に対して、アドバイザーの派遣により、橋梁メンテナンスに携わる

職員が拡充することで橋梁の措置が促進される。次に技術力不足の課題に対して、富山県

に対するヒアリング調査42により、元都道府県職員は、市町村職員よりも高度なプロジェ

クトに携わっている事が多く、デジタルや ICT を活用した工事に携わることも多いこと

が分かっている。よって、元都道府県職員がアドバイザーとして市町村に派遣された場合

は、その高度な技術力が活かされ、橋梁の措置に関する業務が促進されることが期待でき

る。また、民間建設業者、建設コンサルタントなどに従事していた者がアドバイザーとし

て派遣された場合にも、民間視点による工事の発注等が可能になり、業務の効率化につな

がることが期待できる。 

加えて、アドバイザーには毎月の業務報告書の作成を義務付けるため、アドバイザーと

                             
42 2022 年 10 月 17 日実施  
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しての任期が終了した後も、受け入れ先の市町村には、業務プロセス等が記載された業務

報告書が残るため、組織内の技術の伝承につながることも期待できる。 

 

・実現可能性 

 技術系職員の OB 人材登録制度を構築している広島市へのヒアリング調査43によると、

制度構築自体に経費はかからないことがわかった。なおアドバイザーにかかる人件費は

市町村負担であるものの、繁忙期のみといった期間を限定した採用もできるため、市町村

は財政状況に応じて柔軟に選考、採用することが可能である。 

 民間建設業者や建設コンサルタントに従事していた者を公的機関で採用することに関

しては、実際に民間事業者を市町村職員として採用している事例がある。富山市では民間

事業者を建設技術管理監という役職で採用している44。富山市に対するヒアリング調査45

によると、国内外の大型プロジェクトにおける現場経験や建設コンサルタントとしての

経歴、高度な経験や豊富な経験を有する建設技術管理監の助言により、市職員の技術力向

上や意識改革に大きく寄与したことがわかった。 

 都道府県職員と市町村職員の業務内容に乖離がないかという点に関しては、橋梁の措

置に関する業務の際に必要な工事計画や積算基準等は、国や都道府県が定めたものに従

って設定されていることから、都道府県職員と市町村職員とで業務内容は大きく変わら

ないことが考えられる。よって、都道府県職員も容易に市町村の業務に携わることが可能

である。 

 また、本提言のアドバイザーの対象は OB人材であることから、本提言により都道府県

の土木系技術職員の大幅な削減につながることはなく、都道府県管理橋梁の措置に支障

が生じることはない。 

OB 人材を一定数確保し派遣することができるかという点に関しては、実際に、都道府

県によっては、災害が発生した際に、県の土木技術職員 OB等を市町村への災害復旧のた

めに派遣する制度等が創設されている。例えば、長野県では、防災サポートアドバイザー

派遣制度という制度のもと、地震や豪雨等、異常な天然現象により公共土木施設が被災し

た際、県または市町村からの要請に基づいて、防災サポートアドバイザーが現地に派遣さ

                             
43 2022 年 10 月 17 日実施  

44 国土交通省（ 2015）「社 会資 本 の維 持 管理・更新 の た めの 主体間関 係に 関 する調査研 究（中

間報 告 書）」  

45 2022 年 10 月 25 日実施  
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れ、災害復旧活動の支援・助言をボランティア活動として行っている。2021 年 4 月時点

で 121 名の OB 人材が派遣制度に登録していることがわかった。よって、必要な OB人材

を一定数確保することは可能であると考えられる。以上より、実現可能性は高いと考えら

れる。 

 

第２項 政策提言Ⅰ-ⅱ 橋梁メンテナンス人材認定制度の創設 

・提言対象 

 提言対象は、市町村である。 

 

・提言を打ち出す理由 

 政策提言Ⅰ-ⅰを通じて OB 人材を橋梁業務アドバイザーとして派遣することで、市町

村の一時的な人材不足を解消することが期待される。一方、人材不足のうち人材の質（技

術力）に関して、市町村の制度が土木系技術職員の技術力を向上させ、蓄積させるような

仕組みになっていないことが指摘されている。例えば、村岡ほか（2017）によると、現在

の土木系技術職員を含む技術系職員の人事評価では、土木系技術職員にとって自身の技

術力を向上させるインセンティブがないことが指摘されている。また、福岡市（2017）に

よると、土木系技術職員が技術を習得するためには一定の期間を要するが、人事制度にお

ける異動サイクルが短く、技術力が身につかないことが課題として指摘されている。 

 政策提言Ⅰ-ⅰの効果を持続的に発揮し、かつ限られた人材の中で橋梁の措置を進める

ためには、現在橋梁メンテナンスに携わっている職員の技術力を高めることが重要であ

る。上記の市町村の組織的な問題に対処し、土木系技術職員が技術力を積極的に身に付け

ることの出来る環境を整備する必要がある。 

 

・提言内容 

 土木系技術職員に対して、橋梁メンテナンスに関する技術力を身につけるインセンテ

ィブを付与するために、橋梁メンテナンス人材認定制度を各市町村に創設する。この制度

では、市町村と全国技術センター協議会に属している法人企業（以下、「技術センター」
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とする）46が実施する選考により、橋梁メンテナンスに関する一定の技術力を要する職員

を「橋梁メンテナンス人材」として認定する。対象となる受験者は、複数の部署での業務

を経験し、かつ社会資本のメンテナンスに関する総合的な技術力を有するとみなされる、

35 歳から課長補佐級までの土木系技術職員とする。 

 選考は、書類選考、面接によって行い、選考を通過した者は技術センターによる数日の

技術研修に参加の後、橋梁メンテナンス人材に認定されることとする。書類選考、面接は

受験者が所属する市町村の、人事課及び橋梁メンテナンスに関する部局が行うものとす

る。書類選考、面接では、受験者の経歴等を鑑み、主に橋梁の積算や発注といった措置に

関する業務の一定の知識・経験を有しているかを測る。技術研修は、各都道府県の技術セ

ンターによって行われるものとし、研修内容は各都道府県の技術センターが属している

全国技術センター協議会が認めたものに限定する。なお、国土交通省が登録している民間

資格47のうち、橋梁に関する資格を保有しているものは技術研修を免除とすることとする

（図 13）。選考によって「橋梁メンテナンス人材」に認定された職員は、橋梁のメンテ

ナンス分野に限定したキャリアパスを選択することを可能とし、橋梁に関する知識や技

術力を発揮できる環境を整える（図 14）。 

 

  

                             
46 市町村に対し 橋 梁 の技術的 な相談等を 行 っ て い る法人団体。ほぼ全国の都道府県に 設置さ

れて い る。  

47 国土交通省（ 2022e）に よ ると 、 橋梁 に 関す る国土交通省が登録し てい る民間資格と して、

例えば「上級土木技術者（鋼・コ ン クリー ト）コ ー ス A」や、「社会基盤メ ン テナ ンスエキ

スパー ト山口」などが挙げられ る 。  
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図 13 選考プロセスの概要 

 

 

図 14 政策提言Ⅰ-ⅱの概要 
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・期待される効果 

政策提言Ⅰ-ⅰは、一時的な人材不足を解消する提言であるが、政策提言Ⅰ-ⅱを通じて

長期的な人材不足の問題に対処することができる。橋梁メンテナンスに関する一定の技

術力を有する職員を、橋梁分野における「橋梁メンテナンス人材」として認定し、橋梁分

野において積極的に活用することで、職員に対し自身の技術力を向上させるようなイン

センティブを付与することにつながる。限られた人材一人ひとりの技術力が向上するこ

とで人材不足に対処し、市町村管理橋梁の措置促進につながることが期待される。 

 

・実現可能性 

 現在、多くの市町村が技術系職員の専門人材を育成している。例えば、堺市は建築など

の技術職を対象に、橋梁建設・補修などの分野で専門性の高い「スペシャリスト人材」を

育成する制度を新設した48。また、北九州市でも、ベテランの職員を特定分野のスペシャ

リスト職員として認定し積極的に活用している。 

 各都道府県の技術センターでは、現在、様々な橋梁に関する研修が提供されている。例

えば、山形県建設技術センターでは、市町村を対象に、道路橋梁メンテナンス統合データ

ベースシステム操作研修や、建設技術基礎研修（橋梁編）などを 2022 年度に開催した49。

各都道府県の技術センターは、全国技術センター協議会に属しているため、橋梁メンテナ

ンス人材認定制度のために、全国的に画一された研修を実施することも可能である。 

 この認定制度に要する費用は、実施される選考によって発生するものに限られる。ま

た、技術職職員は、自らの技術力を高めたい職員が多い50との指摘があることから、橋梁

メンテナンス人材は一定数確保することができると考えられる。以上より、実現可能性は

高いと考えられる。 

 

  

                             
48 堺市（ 2022）「 2022 堺市職員採用ガイド」  

49 山形県建設技術センター （ 2022）「令和 4 年 度技術者研修日程」  

50 日本 経 済新聞（ 2020 年 11 月 11 日 ）「堺市、技術職に専門人材の育成制度」  
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第 3項 政策提言Ⅰ-ⅲ 土木事務所を通じた市町村支援の実施 

・提言対象 

 提言対象は、都道府県及び市町村である。 

 

・提言を打ち出す理由 

 市町村の人材不足に対して、都道府県は「道路メンテナンス会議」のような全国共通の

取組み以外にどのような取組みをしているか、独自のアンケートを用いて実態を調査し

た。アンケート調査は、各都道府県の HP を通じたメール及び電話調査によって行った。

45 道府県のうち有効回収数は 37件（82.2％）であった。アンケートでは、各都道府県に

対し、「橋梁の措置を進めるうえで、県と市町村でどういった連携が行われているか」を

主に聞き、都道府県の具体的な支援内容を調査した。 

 調査の結果、多くの都道府県（46％）で、「道路メンテナンス会議」のような全国共通

の支援以上の取組みをしていないことがわかった。一方、特徴的な市町村支援として、和

歌山県ではインフラ市町村相談窓口を開設し、市町村からの相談を受け付ける体制を整

えていた。また、青森県では、2022 年度より補修、補強設計時に適切な工法選定を行っ

ているか等を県で確認する場を設ける協議支援を行っていた。 

 市町村の人材不足に対する特に先進的な取組みとして、直接措置業務を共に行うなど

の取組みをしている奈良県を挙げる。奈良県は、「奈良モデル」という独自のモデルによ

る県と市町村の連携により、市町村管理橋梁の措置を促進している。奈良県は、奈良モデ

ルの取組みの一環として、橋梁の措置51の「垂直補完」による支援を行っている。垂直補

完とは、「市町村が職員を県土木事務所へ派遣し、市町村管理橋梁の修繕の設計や工事を、

県職員と共に行う」52というものである。この垂直補完の取組みにおいて、2014年は 2市

町村の計 7橋が、2015 年は 3市町村の計 6橋が、2016年は 2市町村の計 5 橋が、2017年

は 1市町村の計 1 橋が措置（設計・工事）されている。奈良県は、垂直補完だけでなく橋

梁の点検や長寿命化修繕計画策定時においても、市町村に対して支援を行っていること

がわかった。このように「奈良モデル」のような土木事務所を通じた積極的な支援を、他

都道府県にも取り入れることで、市町村の人材不足を解消し、市町村管理橋梁の措置を進

                             
51 措置だけで な く 、定期点検に おい て も 、一括発注を 行 うこ と で 、効率的な点検発注を実施し

てい る 。  

52 奈良県ヒアリング調査  2022 年 8 月 25 日 実施  
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められると考える。 

 また、現状分析より現在全国共通で行われている「道路メンテナンス会議」は、一方的

な情報共有の場にとどまっている可能性があることも示唆された。各都道府県が所管し

ている土木事務所を活用し、土木事務所を通じた意見交換の場も構築する。 

 

・提言内容 

 まず、都道府県にて「道路メンテナンス会議」が開催される度53に、都道府県の土木事

務所の所管市町村ごとに、「土木事務所道路メンテナンス会議」も開催することとする。

「土木事務所道路メンテナンス会議」では、土木事務所に市町村の橋梁担当職員が集まる

こととし、各市町村の橋梁長寿命化修繕計画を基に進捗状況等を共有し、都道府県は必要

に応じて技術的な相談に対応することとする。 

次に、都道府県には毎年全市町村に対し、橋梁の措置に関する業務に関して、都道府県

職員と共に業務を行う支援（垂直補完）の必要があるかについて、アンケートを配布する

ことを義務付ける。アンケート配布により「◯◯橋の措置を共に行いたい」といった要望

があった市町村に対して、都道府県は土木事務所を通じて共に措置に関する業務を行う

こととする。具体的には、市町村から職員を土木事務所に派遣させ、橋梁の措置に関する

業務を一定期間共に行うこととする。なお、派遣前に都道府県と市町村とで協定書を結

び、市町村から都道府県に対しては、事務費（経費）を支払うこととする（図 15）。 

 

  

                             
53 大阪府では 年 に 3 回開催さ れて い る。  
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図 15 政策提言Ⅰ-ⅲの概要 

 

 

 

・期待される効果 

 これまで「道路メンテナンス会議」は、一方的な情報共有の場にとどまっていたが、「土

木事務所道路メンテナンス会議」を通じて、都道府県と市町村、環境が類似している近隣

市町村間での橋梁に関する意見交換が進むことが期待される。また、垂直補完に関するア

ンケートの実施により、これまで措置に関する業務に関して知識や経験が無く、事務系の

職員が代行して橋梁に関する業務を行っていたような小規模市町村でも、都道府県の支

援を通じて措置を行うことが可能となる。実際に、垂直補完を利用して橋梁の措置を行っ

た奈良県の市町村に対するヒアリング調査54によると、数回程度垂直補完を利用すること

で、橋梁の措置における業務を理解し、以降は垂直補完を利用せずとも橋梁の措置が可能

になったということがわかった。また、この提言は市町村が自立して橋梁の措置を行うこ

とにもつながるため、長期的な技術力不足の問題の解消が期待される。 

 

・実現可能性 

 垂直補完は奈良県において既に行われている取組みであり、上述の通り垂直補完を利

用した奈良県の小規模市町村は実際に橋梁の措置を促進することができている。垂直補

完利用時の懸念として、派遣された市町村職員が土木事務所に一定期間滞在しなければ

                             
54 奈良県三宅町ヒアリング調査  2022 年 10 月 5 日 実施  
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ならず、当該職員がそれまで抱えていた業務の遅れが考えられるが、本稿の政策提言Ⅰ-

ⅰを利用することでそのような一時的な人材不足の懸念も解消できると考えられる。ま

た、この提言は市町村が自立して橋梁の措置を進められるようにするためのものである

ことから、都道府県の負担も限定的であると考えられる。以上より、実現可能性は高いと

考えられる。 

 

第 4項 政策提言Ⅱ 長寿命化修繕計画更新支援事業 

・提言対象 

 提言対象は、国土交通省、都道府県及び市町村である。 

 

・提言を打ち出す理由 

 分析より、市町村の財政が健全であれば判定区分が改善することがわかった。予算不足

の問題に関して、市町村が政府の財政支援である道路メンテナンス事業補助制度を利用

する際には、橋梁の長寿命化修繕計画に必要事項を記載し、各橋梁の全体事業費に応じて

申請することが求められている。 

 東大阪市に対するヒアリング55によると、橋梁の長寿命化修繕計画策定時点で、各橋梁

の措置に必要な事業費を算出しており、それに基づいて道路メンテナンス事業補助制度

の申請をしているものの、実際に詳細な設計を行い、措置に必要な金額を算出したとこ

ろ、事業費が不足することが多いことがわかった。事業費が不足した場合は、措置を行え

る橋梁数が想定より少なくなり、結果的に管理している橋梁の措置が遅れていることも

明らかになった。 

 正確な事業費が算出できない背景には、橋梁の長寿命化修繕計画が橋梁分野の学識経

験者の助言等に基づいていないことが挙げられる。市町村職員が、各橋梁の修繕にどの程

度の事業費が必要かを独自に算出することは難しい。また、事務系職員が橋梁の措置に関

する業務を代行しているような小規模市町村にとってはなおさらであると考えられる。

なお、現在橋梁の長寿命化修繕計画策定・更新の際に学識経験者の確認は義務付けられて

いない56。 

                             
55 2022 年 11 月 1 日 実施  

56 大阪府豊中市ヒアリング調査  2022 年 11 月 2 日 実施  



- 49 - 

 

 長寿命化修繕計画は現在、全市町村において策定されているが、計画は随時更新するこ

とが求められる。長寿命化修繕計画更新時に、学識経験者等の意見を交えて正確な全体事

業費を算出することが、予算不足の問題を解消することにつながると考えられる。 

 さらに、分析より橋長が長いことは橋梁の措置が進まない理由であることがわかった

が、その原因は現状分析でも述べたように、橋長が長いほど修繕費が大きくなる点にある

と考えられる。また、橋長の長い橋梁は特殊な構造を持つものが多く、維持管理に高度な

技術を要することからも、長寿命化修繕計画更新時に事業費を正確に算出することが求

められる。 

 

・提言内容 

 市町村が橋梁の長寿命化修繕計画を更新する際、学識経験者の助言を基に行うことを

義務付ける。学識経験者とは、橋梁メンテナンスに関する知識を有する地元の大学教授や

建設コンサルタントの者を指す。都道府県が、このような学識経験者を正式に認定し市町

村に対して紹介することとする。市町村が学識経験者に対して支払う報酬は国が補助す

るものとする。なお、この補助は、これまで学識経験者の助言を基に長寿命化修繕の更新

を行っていなかった市町村のみが利用できるものとする。 

市町村は学識経験者と共に、判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁の措置にかかる正確な事業費を算出

し、管理する全橋梁の措置の計画を長寿命化修繕計画に記載する。なお、学識経験者が、

橋長が長く複雑な技術を要すると認めた橋梁については、学識経験者と市町村職員が実

際にその現場に出向いて目視し、事業費を算出することを義務付けることとする（図 16）。 
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図 16 政策提言Ⅱの概要 

 

 

・期待される効果 

 これまで、適切に算出できていなかった各橋梁の修繕や架替等に係る費用を適切に算

出できるようになることで、市町村が適切に政府の財政支援を活用できるようになる。具

体的には、現在橋梁の措置において多くの市町村に利用されている、道路メンテナンス事

業補助制度において適切な金額を申請することができるようになり、市町村の予算不足

が解消することが挙げられる。また、特に予算不足の懸念があった、橋長の長い橋梁の措

置に関しても、学識経験者との現場での目視による事業費の算出を義務付けることで、正

確な事業費の算出につながり措置が促進されると考えられる。 

 

・実現可能性 

 都道府県と大学の連携に関して、大阪府では、2014 年より、地域の特性等が活かせる

7つの土木事務所単位で、府、市町村、大学が参画する「地域維持管理連携プラットフォ

ーム」を設置し、市町村職員が近隣大学の教授等に技術相談ができる仕組みを構築してい

る。また、専門が異なる場合には府が包括協定を締結している大学教授に技術相談を行う

ことも可能としている。このように、都道府県と大学とのつながりを市町村にも提供する

ことは現実的に可能であると考えられる。 
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第 3節 政策提言のまとめ 

 政策提言Ⅰ-ⅰより、土木系技術職員が不足し橋梁の措置が進まない市町村においても、

OB人材が派遣されることで、橋梁の措置を進めることが可能になる。 

 政策提言Ⅰ-ⅱより、土木系技術職員が自身の業務に関する技術力を向上する動機が生

まれ、組織内における土木系技術職員の技術力向上が期待される。政策提言Ⅰ-ⅰでは、

一時的な人材不足の解決にとどまっていたが、政策提言Ⅰ-ⅱを通じて市町村内における

長期的な人材不足の課題に対応することができる。 

 政策提言Ⅰ-ⅲより、橋梁の措置に取り組めていなかった市町村が、措置を効率的に行

うことが可能となる。また、この提言を通して市町村が自立して橋梁の措置を実施するこ

とが可能になるため、長期的な人材不足（技術力不足）の問題の解消にもつながると考え

られる。 

 政策提言Ⅱより、特に橋長の長い橋梁において、長寿命化修繕計画更新時に正確な事業

費を市町村が算出できるようになるため、市町村が政府の財政支援を効果的に活用でき

るようになり、橋梁の措置における予算不足の解消が期待される。 

 以上で提言した政策により、市町村が橋梁の措置を進める際の人材不足や予算不足と

いった課題が解消され、市町村管理橋梁の措置が進むことが期待される。そして、本稿の

ビジョンである「住民が安心して使い続けられる橋梁の実現」が達成される（図 17）。 
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図 17 政策提言のまとめ 
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おわりに 

本稿では、橋梁の措置に着目し、「住民が安心して使い続けられる橋梁の実現」をビジ

ョンとして研究を行った。現状分析において、市町村管理橋梁の措置には人材不足（人材

の量・人材の質）や予算不足という問題があることがわかった。分析では、市町村の土木

技師数や、財政力指数が判定区分の改善に正の影響を与える可能性があることを明らか

にした。また、橋長の長い橋梁は判定区分の改善に負の影響を与える可能性があることも

明らかにした。これらの結果を基に、政策提言では人材不足に対して橋梁業務アドバイザ

ーの派遣、橋梁メンテナンス人材認定制度の創設、土木事務所を通じた市町村支援の実

施、予算不足に対して長寿命化修繕計画更新支援事業を提言した。 

 しかし、本稿の課題として以下の 2点が挙げられる。1点目は、実際の橋梁の措置にど

れだけの人材や費用を要したのかを分析できていない点である。より詳細に人材面、財政

面が判定区分の改善にどれだけの効果をもたらすかを明らかにするには、実際の措置に

かかった人材や費用を橋梁別に分析することが最適であるが、本稿で扱った 11,666橋そ

れぞれに要した人材や費用を調べ上げることは困難であった。2点目は、橋梁の集約・撤

去に着目できていない点である。我が国では人口減少が進み、近年コンパクトシティ化が

求められる中で、不必要な橋梁を撤去することや機能を集約化することが求められてい

る。本稿における分析では、集約化や撤去を行った橋梁は観測できていない。よって、こ

れら 2点は今後の研究課題といえる。 

 本稿の執筆にあたり、国土交通省や地方公共団体の橋梁関連部署の方々に、ヒアリング

調査やデータ取得の面で多大なご協力を頂いた。ここに感謝の意を表する。 

 最後に、我々の研究が全国の市町村管理橋梁の措置促進につながり、住民が安心して

使い続けられる橋梁の実現に寄与することを願って、本稿の締めとする。 
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